
 

 

 

 

 

 

令和３年度 学力調査の結果を報告します 

本年度，５月に６年生を対象とした「全国学力・学習状況調査」が，６月に５年生を対象とした「福岡県学

力調査」が行われました。調査結果が届きましたので，全体的な傾向についてお知らせいたします。 

【６年：全国学力・学習状況調査】 

本調査は，子どもたちの学力や学習状況等を把握し，一人一人の

学習習慣の改善や学習意欲の向上につなげていくことを目的とし

実施されているものです。本年度は，国語科と算数科において実施

されましたが，基本的な力を図る内容と実生活に活用する力を図る

内容で問題が構成されていました。右のグラフは，平均正答率を全

国や福岡県の平均と比較したものです。本校児童の平均正答率は，

国語科，算数科ともに，全国及び福岡県の平均を上回っています。 

【５年：福岡県学力調査】 

 福岡県学力調査も，国語科と算数科の調査が行われ，右のグラフ

のように，本校児童は，どちらの教科も，平均正答率が福岡県の平

均正答率を上回っていました。 

 このような結果が見られるのも，本校の教育活動への保護者の皆

様や地域の皆様のご理解とご協力のおかげだと考えています。今後

も家庭や地域と連携を図りながら，学力の維持・向上に取り組んで

いきたいと思いますので，引き続きご協力をお願いいたします。 

 

ご家庭での感染対策，引き続きお願いします 

 福岡県の緊急事態宣言は今日で解除されますが，新型コロナウイルス感染症対策は引き続き行っていく必要

があります。そこで，以下の感染対策について，再度確認していただきますようお願いいたします。 

○ 児童本人や同居家族に症状がある場合は，児童の登校は控えてください。 

○ 児童本人や同居家族に症状がある場合は，病院を受診されてください。ＰＣＲ検査を受けるよう

になった際は，必ず学校へ連絡してください。 

 ※ 検査を受けることが決まった段階，もしくは検査直後にお願いします。 

○ 児童の毎朝の検温及び健康観察シートによる体調チェックをお願いします。 

○ 学校では必ずマスク着用をお願いします。ゴム紐が外れたり汚れたりすることがありますので，

予備のマスクを必ず持たせてください。 

 感染した関係者（児童やご家族等）が不利益を被ることのないようご配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東っ子通信 
令和３年９月３０日（木） 

ＣＳ新宮町立新宮東小学校 

児童数 ８２２名 

TEL：９６３－１７７７ 

１０月号 

裏面もご覧ください 

東っ子ヒーロー 

【 お知らせ 】 

○ 本日「東っ子通信」と一緒に『 いじめ早期発見・早期対応リーフレット（家庭向け）』を配付

しております。子どもの小さなサインを見逃さず，温かい心で見守りましょう。 

○ 学校から配付する文書や緊急情報，子どもたちの学校での様子など，新宮東小学校ホームペー

ジに随時掲載しております。ご活用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月の行事予定（現時点での予定ですので，変更の可能性があります） 

１ 金 町内一斉あいさつ運動  委員会活動 17 日  

２ 土 土曜授業（スポーツ大会はありません） 18 月 内科検診（３年） 

３ 日  19 火 水谷 SC面談日 

４ 月 内科検診（２年） 水谷 SC面談日 20 水  

５ 火 校納金引落日 21 木 心臓検診（二次） 

６ 水  22 金 クラブ活動 

７ 木  23 土  

８ 金 クラブ活動 24 日  

９ 土  25 月  

10 日  26 火 交通安全教室（１・４年） 水谷 SC面談日 

11 月  27 水  

12 火 水谷 SC面談日 28 木 ６年修学旅行（１日目） 

13 水  29 金 ６年修学旅行（２日目） 

14 木  30 土  

15 金 クラブ活動 31 日  

16 土  ※ SC：スクールカウンセラー 

 

安全で安心なインターネット利用のために 

 GIGAスクール構想による一人一台端末の整備が進み，東小の子どもたちも Chrome bookを活用し

た学習やオンライン授業の取組が進められています。今後，新型コロナウイルス感染拡大等の状況

によっては，端末の持ち帰りによる家庭での活用機会も多くなることが考えられます。そこで，家

庭におけるインターネット利用のルールについて，お子さんと一緒に話 

し合ってください。 

＜子どもを守る「家庭のルール」＞ 

一般的に，低年齢の子どもほど危険に対処する力が低く，被害に遭う 

危険性が高いと考えられています。そのため，フィルタリング等による 

機能制限や「家庭のルール」等によって子どもを守る必要があります。 

＜ルールを作るときのポイント＞ 

決めたルールを守れないということはないでしょうか。ルールは大人が一方的に決めるものでは

なく，子どもと一緒に作ることが大切です。 

 【Point１】「ルールがトラブルから自分自身を守ってくれる」 

ことをきちんと伝える。 

 【Point２】 お互いに納得できるよう，話し合って作る。 

【Point３】 子どもが守れるルールを作る。 

【Point４】 具体的なルールを作る。 

【Point５】 守れなかったらどうするか決めておく。 

【Point６】 トラブルがあったら相談するよう決めておく。 

【Point７】 子どもの成長に合わせてルールを見直す。 

【Point８】 生活リズム等の変化に合わせてルールを見直す。 

【文部科学省委託事業「情報モラル教育推進事業保護者用啓発教材」より】  

インターネットに関する 

問題の解決策として， 

何よりも大切なのは， 

親子のコミュニケーションです。 

「子どもを見つめ，見守ること」 

を大切にしましょう。 


